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～毎月 10 日は人権を考える日～ 

 
「認知症基本法」について 

 

高齢化の進展 

総務省統計局から公表された「総人口に占める高齢者人口の割合の推移」をみると、高

齢者（65 歳以上）の割合は 1950 年（4.9％）以降一貫して上昇が続いており、1985 年に

10％、2005 年に 20％を超え、2022 年は 29.1％となりました。 

認知症患者数を国際比較してみると、人口 1000 人当たり OECD 加盟国平均で 14.7 人に

対して、我が国は加盟国中最多の 23.3 人です。日本の場合、人口 100 人に 2 人以上は認知

症患者がいるという計算になります。 

 

法の目的と基本理念 

このように急速に高齢化が進む中、我が国では認知症の方が希望を持って暮らせるよう

に、国や自治体の取組を定めた「認知症基本法」が国会で今年６月に成立しました。 

高齢者ほど認知症を発症する割合は高くなるので、国ごとの人口当たりの認知症患者の

多い少ないは、高齢化の進展度と相関関係にあり、今後の増加も容易に予想できます。 

認知症基本法の目的は、「認知症の方が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことがで

きるよう、認知症施策を総合的かつ計画的に推進し、もって認知症の方を含めた国民一人

一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共

生する活力ある社会（＝共生社会）の実現を推進することです。 

また、次のような認知症施策の基本理念が書かれています。まず始めに、「全ての認知症

の人が、基本的人権を享有する個人として、自らの意思によって日常生活及び社会生活を

営むことができる。」こと。次に「国民が、共生社会の実現を推進するために必要な認知症

に関する正しい知識及び認知症の人に関する正しい理解を深めることができる。」こと。そ

の次に「認知症の人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるものを除去する

ことにより、全ての認知症の人が、社会の対等な構成員として、地域において安全にかつ

安心して自立した日常生活を営むことができるとともに、自己に直接関係する事項に関し

て意見を表明する機会及び社会のあらゆる分野における活動に参画する機会の確保を通じ

てその個性と能力を十分に発揮することができる。」ことなどです。 

 

尊厳をもって暮らし続けられるように 

ここで、認知症の方へどう接するべきなのか考えてみたいと思います。皆さんはどんな

ことを思い浮かべるでしょう。「認知症だから何もわからない」などと決めつけることなく、

一人一人の多様性を認め合い、全ての人が健康状態や年齢に関わらず、社会を構成する一

員として尊重され、大切にされることが重要です。認知症の方も含めた高齢者は長年培っ

てきた貴重な知識や経験をお持ちで、それを活かすことで社会に貢献で

きます。家庭･地域･職場等の日常生活において、だれもが存在感、充実感

を得られるような取組が求められます。手助けが必要となった状態であ

っても、人としての誇りをもって、地域で安心して暮らし続けられるよう

に、正しく理解し、地域のみんなで支え合う体制づくりを進めることが急

務です。 
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